
令和８年度
葛󠄀城市立新庄中学校グランドデザイン

「確かな学力と豊かな人間性、健やかな身体
を持ち、変革や挑戦をし続ける生徒の育成」

－夢を育み、ウェルビーングを実現させる教育の推進を図る－

日本国憲法
教育基本法
学校教育法

◎葛城市学校教育の
基本方針

○教育目標
未来をたくましく生

きる「人づくり」
～誰もが自分らしく輝き、
ウェルビーングを実感でき
る学校・園づくり～

○目指す学校・園の姿
「安心の居場所」がある
学校・園

「地域と共創する」学校・園

「教職員が輝く」学校・園

学習指導要領

教職員・保護者・地域
の願い

学校運営協議会の願い

生徒の実態、各種調査
結果等

各教科
・「主体的・対話的で深い学
び」を追究する問題解決

的な学習を重視し、思考
力、判断力、表現力等を
育成する。

・基礎的・基本的な知識・技
能を習得させるために、個
に応じたきめ細かい指導
と家庭学習の充実に努め
る。

・一人１台のタブレット端末
を活用することにより個別
最適化された学びを追究
し、社会とつながる 協働
的・探究的な授業を構築
する。

道徳科・道徳教育
・自他の生命の尊重や自尊
感情、他者への思いやり
などの道徳性を養い、主
体的に判断し適切に行動
できる人間を育てる。
・地域の一員としての自覚

を持って、郷土を愛し、郷
土の発展に尽くす心情を
育てる。

総合的な学習の時間
・地域の人材を積極的に活
用するとともに、探究的な
学習に主体的・協働的に
取り組み、自分で課題を
立て、情報を集め、整理・
分析して、まとめ・表現す
ることができるようにする。

特別支援教育
・一人一人の生徒の実態を的
確に把握し、生徒の可能性
の伸長と自立の育成に努め
る。

・生徒の実態を的確に把握し、
個別の教育支援計画や個別
の指導計画を作成し、効果
的な学習指導を展開する。

・通級指導教室についての理
解を深めるとともに、さらに
有効な利用に努める。

人権教育
・人権尊重の精神に徹し、部
落差別をはじめ、あらゆる差
別について正しい認識と理
解を持ち、差別をなくす意志
と実践力を有する人間の育
成に努める。

・身の回りの不合理や矛盾に
気づき、｢いじめ｣を｢しない｣
｢させない｣｢許さない｣集団
の育成に努める。

生徒指導
・心のふれあいを大切にし、生
徒と教師の望ましい人間関
係を築きながら、厳しさと温
かさの調和のとれた指導と
助言をする。

・登校しにくい生徒に安心でき
る居場所（Ｉ組）をつくり登校
のきっかけをつくる。

・｢不登校｣の予防・解決のた
め、全教職員の共通理解の
もと、教育相談活動 を大切
にする。

特別活動
・キャリアパスポートを活用
し、計画的・組織的・継続
的な進路指導体制により、
自らの適正や可能性を把
握させる。

・ボランティア活動などへの
積極的な社会参加を進め
る。

「今を大切にする」
・卒業後の未来を見据え、勉強に部活動に高
い目標・高い志を持ち、夢の実現に今を大
切にして一歩一歩前進する生徒。

「挑戦・チャレンジし続ける」
・「好き」は夢や志を持つこと、身に付けた
知識や技能を活用し、新たな智恵を創るこ
とにチャレンジし続ける生徒。

「規律正しい生活を送る」
・自律と自律の心を育み、適切な言葉遣いや
正しい学習規律を身に付け、規範意識の高
い生徒。

学校教育目標

～だれもが自分らしく輝き、夢や希望を
語れる、安心して過ごせる魅力ある学校～

☆ 勉強が分かる喜びを感じさせる学校
☆ 安全で「心の居場所」と感じさせられる学校
☆ 郷土に誇りと愛着をもつ生徒が育つ学校
☆ 保護者・地域と連帯・協力し、社会参加が積極
的に行われる学校

目指す学校像

食に関する教育
防災を含む安全
に関する教育

キャリア教育

主権者教育
伝統と文化に
関する教育

郷土や地域に
関する教育

ＩＣＴ教育 環境教育

目指す生徒像


